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新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえた 

生活困窮者の居住及び居住環境を保障する対策に係る緊急要請 
 

 

平素より精神保健福祉の向上にご尽力くださり、厚くお礼申しあげます。 

さて、新型コロナウイルス感染拡大と移動の自粛やイベントの開催制限などの

防止施策の実施に伴い、景気及び雇用情勢の悪化が顕著になってきました。非正

規雇用が増えるなか、不安定な雇用に就いている人々ほど失職に直面していま

す。仕事やその機会を失うことが収入を減らし、住まいの維持を難しくします。

失職とともに社員寮からの退出を迫られるなど仕事と住まいを同時に失ったり、

家賃や住宅ローンを支払えず住まいを失ったりします。日本で唯一と言える住ま

いの喪失を防ぐ手段として「住居確保給付金」が注目され、支給決定件数が全国

で昨年の 20 倍を超えています。しかし、「住居確保給付金」は緊急的に家賃を補

助する仕組みです。このため、住まいを失った多くの人には適用されません。 

住まいは、居住者の生命と健康を守るために絶対に必要であることは言うまで

もありません。感染症の拡大を防止するためにも重要な役割を担っています。一

人ひとりが適切な住まいを確保することは、暮らしの基盤であり基本的人権その

ものです。 

こうした観点から、以下のような住まいを保障する対策を緊急要請します。 

 

記 

 

１．生活困窮者自立支援法による住居確保給付金の利用要件を緊急に緩和されたこ

とは、的確な措置でした。この措置を恒久化するとともに、コロナ感染の終息時



期が見えず、雇用情勢の悪化が続いていることを踏まえ、住居確保給付金の支給

期間を当分の間、延長してください。 

 

２．生活保護制度では、住まいのない人は居宅で保護するのが原則であり、福祉事

務所の責任で住居を確保する必要があることを、改めて明確に通知してくださ

い。宿泊施設、入所施設へ福祉事務所が安易に誘導することがないよう、注意喚

起してください。 

 

３．住まいを失った人々にやむをえず無料低額宿泊所、簡易宿所などの宿泊施設

や、更生施設、有料老人ホームなどで居所を提供する場合には、感染防止とプラ

イバシー確保の観点から「個室」としてください。 

 

４．住まいを失った人々の無料低額宿泊所や簡易宿所の利用は、一時的な手段であ

ることを明確にし、たとえば３か月以内といった期限を定め、安心できる住まい

へ円滑に移行できるよう支援してください。 

 

５．生活困窮者・生活保護利用者が住まいを確保しやすくするため、厚生労働省と

国土交通省が協力し、地域の居住支援協議会や居住支援法人を活用するととも

に、公営住宅を含めた関係機関による連携を強め、公的保証人事業を全国的に実

施してください。 

 

６．居宅については、国と都道府県の住生活基本計画が定める住宅性能水準、居住

環境水準、最低居住面積水準を満たすことを原則にし、それらの条件を満たさな

い住まいからは、早急に転居できるように、費用の支給をしてください。 

 

７．近年の夏場の酷暑化を踏まえると、ほとんどの地域では健康を維持するために

エアコンが欠かせません。生活保護では、以前からの保護世帯を含めてエアコン

設置費を支給するとともに、故障時は修理・買い替え費用を支給してください。

また、電気代の増加に見合う夏季加算を生活扶助に導入してください。生活困窮

世帯についても、エアコン設置費を支給する仕組みを作ってください。 

 

８．生活保護利用者を多数受け入れる共同住宅や無料低額宿泊所について、家賃・

管理費・食費等の金額設定、金銭の管理方法、スタッフの人員体制を確認し、貧

困ビジネスによる搾取を防ぐ仕組みを構築してください。 

 

９．住宅ローンの返済に困った人には、金融機関との個別交渉による返済猶予・借

入期間の延長だけでなく、返済資金の無担保貸付、公的な利子補給などを導入し

てください。 

 

10．長期的には、安心できる住まいの確保を社会保障の重要テーマの１つとして位

置づけ、すべての人を対象とした家賃補助制度を創設するとともに、公的賃貸住

宅を積極的に建設してください。 

 

以上 
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